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小中高一貫有権者教育プログラム開発の方法（２）
─ 「選挙」をテーマとする中学校社会科・高等学校公民科の単元の開発を通して ─

桑原　敏典

　本研究は，市民社会に寄与し得る有権者の育成を目指して，児童・生徒の発達段階に応じ
た有権者教育のあり方を追究し，小学校から高等学校までの12年間を一貫する原理にもと
づいた有権者教育プログラム開発のための方法を提案しようとするものである。本研究では，
有権者として効果的な判断や意志決定を行うために不可欠な概念を幾つか想定し，それらを
体系的に身に付けていけるようなカリキュラム・フレームワークを設定した。そのカリキュ
ラムに基づく単元の例として，「選挙」概念を身に付ける中学校社会科及び高等学校公民科
の単元を開発した。その単元開発のプロセスを提示することによって，先に挙げた課題に応
えていきたい。

Keywords：有権者教育，小中高一貫，中学校社会科，公民科，単元開発

Ⅰ．はじめに―問題の所在―
　本研究は，18歳に選挙権年齢が引き下げられた
ことで，現在，特に注目をされている主権者教育の
一層の充実を目指して，教育現場で実践可能な効果
的な有権者教育プログラムのあり方を提案しようと
するものである１）。その際に，本研究では，特に小
中高を一貫する有権者教育の原理の解明に取り組
み，その原理にもとづいた指導計画を開発すること
で原理の有効性を示していきたい。
　18歳選挙権の時代を迎えて，模擬投票や模擬議
会など活動的な学習が注目をされており，各地の選
挙管理委員会と学校が連携をして主権者教育を展開
している。そのような活動的な学習に注目が集まる
のは，次回の選挙の際に初めて投票をすることにな
る18～19歳を含む若年層の投票率の行方に国民の
多くが関心を寄せているからである。先進国に共通
する問題である若者の投票率の低さは，我が国にお
いても極めて深刻な状況にある。20代では，投票
率は３割程度に過ぎない。一般に，年齢が高くなる
と投票率は改善していくと考えられているが，その
ような楽観的な推測もできない状況がある。すなわ

ち，現在の20代も従来と同じように年齢を重ねて
いくにつれて選挙に行くようになるということは，
必ずしも期待できないのである。したがって，この
ままでは我が国の民主主義は危機的状況を迎えかね
ない。選挙の意義を説くだけではなく，体験的な学
習によって選挙や政治に対する若者の興味や関心を
高め，政治離れを少しでも食い止めることが社会全
体にとって課題となっているのである。
　しかしながら，体験的な学習によって選挙や議会
を疑似的に体験し，政治を身近なものとして実感さ
せる学習には限界もある。体験によって，確かに子
どもは選挙や政治に親しみを持ち，自分もやってみ
たい，または関わってみたいという気持ちを持つか
もしれない。しかし，そのような感情は持続するも
のではないし，選挙や政治に対する確かな理解の裏
付けがなければ，自ら社会に関わろうという自覚は
形成され得ないだろう。選挙や政治に対する積極的
な態度や行動を形成するには，選挙や政治のリアル
な現実に対する理解が不可欠である。従来の社会科
や公民科の学習が，社会に積極的に関わろうとする
態度や行動の育成に直結しなかったのは，そこで学
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んだ政治に関する概念が，現実の事象や問題を説明
するために十分役立っていなかったからではない
か。概念を，現実の政治に関わる事象や問題と関連
付けていく学習が，有権者の育成には求められるの
ではなかろうか。このような問題意識に基づいて，
本研究は，従来の断片的な知識の暗記を中心とする
政治学習の課題を克服するために，概念を効果的に
身に付けることができるカリキュラム・フレーム
ワークを構想し，それに基づいて具体的な有権者教
育のための単元を開発しようとするものである。

Ⅱ ．小中高一貫の有権者教育のカリキュラム・フレー
ムワークの構造

　本研究においては，まず，子どもに対する政治認
識変容調査を行い，子どもの政治に関する認識を教
育によってどのように形成することができるかを明
らかにしようとした１）。その結果に基づいて，小中
高を一貫するカリキュラム・フレームワークを構築
した２）。それが，下記の図である。
　従来の政治教育カリキュラムでは，習得させるべ
き概念を政治学の成果から抽出し，それらを基盤と
なるものからより高度なものへと学問の成果に基づ
いて体系的に配置して構成していた。本研究におい
ては，政治認識変容調査の成果をふまえて，習得す
べき概念をあらかじめ設定するのではなく，子ども
の認識の状態をふまえて教師が自由に設定できるよ
うに，概念を発達のどの段階で，どのように設定す
ればよいかだけを示すことにした。その際，認識が
大きく成長する時期を小学校の第４学年と想定し，
その第４学年を境に，基礎的で単純な政治概念を習
得する段階から，より複雑な概念を習得する段階へ
と飛躍すると考えた。政治認識変容調査においては，

「税金」の概念を取り上げて，第４学年の児童に対
して，具体的なエピソードに基づいてその概念をど
のように捉えているかを調査した。その結果からは，
第４学年の児童が「税金」を皆のためになることに
遣うお金であることを既に認識しており，子どもに
よっては，その負担や配分が公平でなければならな

いことに気付いていることが明らかになった。ただ，
その負担や配分の公平さの判断については，人に
よって基準が異なっているため違ってくること，そ
の基準を調整して社会全体で合意を形成することが
必要であることについては，適切な指導がなければ
理解が難しいことも明らかになった。そこで，第４
学年からはそのような複雑な概念を用いる思考を，
具体的な事象を使って促す指導が必要であると考え
た。さらに小学校を経て中学校の段階になると，い
くつかの概念同士を結び付けたより複雑な概念を習
得することが可能になっていく。例えば，選挙とい
う概念と権力や権威という概念を結び付けて，より
望ましい選挙の仕組みを考えることが可能になって
いくのである。この段階では，思考はより多面的な
ものとなり，一つの事象を多様な面から考察できる
ようになっていくのである。
　このようなカリキュラム構成原理を示すものを，
本研究においてはカリキュラム・フレームワークと
名付けた。それは，従来の研究において示されてい
たような概念の体系性や系統性を示すカリキュラム
構成原理と区別するためである。より緩やかな概念
としてのカリキュラム・フレームワークを示すこと
で，教師の主体的な内容選択を効果的に支援しよう
としたのである。

Ⅲ．プログラム開発のための教育内容の選択
　プログラム開発にあたって，政治的な判断や意思
決定に不可欠と考えられる概念を幾つか抽出し，そ
れらをカリキュラム・フレームワークにそっていか
に身に付けさせていくかを検討した。その結果，一
つの概念に含まれている多面性に気付かせ，そのよ
うな概念のもつ複雑さを調整したうえで，いかに制
度設計を行っていくかを考えさせるように単元を構
成していった。
　研究の中で取り上げた概念は，「選挙」，「議会」，「税
金」であるが，本稿では「選挙」概念を取り上げて
いくことにする。選挙は，政治的な決定に関わる代
表を選ぶ制度であるが，その目的は選出にあたって

図　小中高一貫有権者教育のカリキュラム・フレームワーク
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公正さを確保することである。公正さが確保されな
ければ選挙の正当性が疑われ，その結果が誰からも
信頼されなくなり，それは政治的決定の権威をも
奪ってしまう。公正な選挙は，民主主義の根幹にか
かわると言ってもよいであろう。一方，選挙は，多
様な意見を集約し社会的な意思決定を行なったり，
代表を決定したりするものである。また，意見集約
にあたってはできるだけ多くの人の意見（多数派の
意思）を決定に反映していく。それによって，政治
的な決定やそれに携わる代表が，一部の人を代表す
るものではなく，社会全体を代表するものとして位
置付けられるのである。しかし，その結果として，
社会における少数派の意見は取り上げられなくな
り，多数派が社会全体に大きな影響を及ぼすことに
なる。選挙において，確かに公正さの確保は重要で
あるが，少数派の意見がある程度切り捨てられるこ
とは否定できないのである。そこで，少数派の意見
の尊重ということが民主主義のルールに追加される
ことになるのである。このように，選挙という概念
のもつ目的と機能の間の相互に補完し合いながら
も，対立する関係を理解しなければ，獲得した概念
を現実の事象や問題に適用することはできない。し
たがって，本研究では，先に示したカリキュラム・
フレームワークにそって，小学校中学年では，選挙
の目的と機能を理解させ，高学年ではその目的と機
能を関連付けるような単元を構想した。そして，中
学校では選挙の機能の多様性と機能間の関連付けを
理解させ，高等学校では選挙概念の目的と機能の間
のジレンマを理解したうえで制度のあり方を考えさ
せるようにした。
　既に小学校用に開発した単元については別稿で紹
介しているので，本稿では中学校と高等学校用に開
発した単元を事象で紹介していく。

Ⅳ．開発単元の概要
⑴ 　中学校社会科公民的分野小単元「若者の投票率
を上げるには―投票は権利か，義務か？」

　開発単元は，教授書の形式で後のページに示して
いる。
　単元は，若者の投票率の低下の問題性について検
討したうえで，投票の義務化をはじめとする方策の
検討を通して，選挙の公平性の確保を前提として，
有権者の意思を尊重する選挙の仕組みを作ることの
困難性を理解することをねらいとして構成した。到
達目標としては，選挙の投票率が低下することの問
題性と，その解決のための方策を考案するうえで留
意すべき点としての選挙の原理を挙げている。

　単元は，導入部から，選挙の公平性確保を理解す
る展開１，政治的意思決定のための選挙の仕組みを
考案する展開２と続く。投票率を上げるために，投
票を棄権することに対して罰則を設けている国があ
ることを理解したうえで，そのような投票の義務化
が持つメリットとデメリットについて検討させる。
次に，マスメディアで大きく取り上げられているア
イドルの「総選挙」を取り上げて，政治的には何の
意味も持たないアイドルの「選挙」に多くの若者が
興味を持ち，主体的に関わっている理由を検討する
ことを通して，政治に関わる現在の選挙が持つ課題
に気付かせていく。そのうえで，現在の選挙の仕組
みを，もっと若者が選挙に関心をもち主体的に関わ
るようにするためにはどのように変えていけばよい
かを考えさせる。このような学習を通して，現在の
選挙制度が絶対的なものではなく，人々の意思をよ
り反映させるために様々な仕組みが考えられるこ
と，そのためには有権者自身が主体的に政治に関
わっていく必要があることに気付かせていきたい。

⑵ 　高等学校公民科小単元「公正な選挙とはどのよ
うなものか―一票の格差を考える―」

　この単元は，選挙におけるいわゆる「一票の格差」
の問題を考えることを通して，選挙における公平さ
の確保の重要性を理解するとともに，議会制民主主
義における少数意見の尊重や代表のあり方について
多様な意見をふまえながら考察することができるこ
とを目指している。そのために到達目標として，一
票の格差とは何かということの理解と，少数意見尊
重という民主主義の原理に気付かせることを掲げて
いる。また，全体の意思の反映という選挙の機能を
達成することの難しさに気付いたうえで，それをい
かに実現するかということを考えることも目標とし
ている。
　単元は，一票の格差の問題に気付かせる導入部か
ら始まり，公正な選挙を実現するための条件を検討
する展開１へとつながっていく。ここでは一票の格
差をめぐる様々な判断を吟味していく。次に展開２
では，人々の意思の集約と多数意見の反映という選
挙の機能をふまえて，選挙の仕組みを考えるうえで
必要な二つの観点を提示し，米国と日本の選挙制度
を比較しながら，現在の日本の選挙制度の課題を克
服するための方法について検討させていく。米国の
選挙制度をふまえて設定された，いくつかの選択肢
を比較しながら，よりよい選挙制度について自分な
りの意見を持つことができるようになることを，最
終的に目指していく学習となっている。
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教授書１： 中学校社会科公民的分野小単元「若者の
投票率を上げるには―投票は権利か，義
務か？」

１．単元のねらい
　 　若者の投票率の低下の問題性について検討した

うえで，投票の義務化をはじめとする方策の検討
を通して，選挙の公平性の確保を前提として，有
権者の意思を尊重する選挙の仕組みを作ることの
困難性を理解する。
２．到達目標
　① 選挙における投票率の低下は，一部の有権者の

意思だけが政治に反映されるという事態をまね
き，選挙が本来の役割を果たせず民主政治が機

能しなくなるという結果をもたらす。
　② 投票率を上げるために投票の義務化を厳格に実

施しようとすれば（記名投票など），選挙の自
由を奪い公平性を確保できなくなる。

　③ 投票率が上がっても，政治に無関心な有権者が
大量に投票することになれば，政治的な意思決
定という選挙の役割を果たすことはできない。

　④ 無知で政治に無関心な有権者の投票は問題があ
るとはいえ，それらの人々の投票を制限するこ
とは自由を侵害するだけではなく，選挙の公平
性の確保を放棄することになる。

３．単元の展開
過
程 教師の指示・発問 教授学習過程 資

料 生徒の反応・獲得させたい知識

導
入

・政治に無関心な若者が最近増えてき
ていると言われている。この資料は
投票率の変化を世代別に示したもの
である。この資料から，選挙につい
てどのような問題があると言える
か。

・投票率の低下は，どのような問題を
生じさせるだろうか。

◎若者の投票率を上げ，すべての人の
意思を反映した選挙を実現するため
には，どのような解決策があるだろ
うか。

Ｔ：資料配布
　　発問する
Ｐ：答える

Ｔ：資料配布
　　発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：予想する

①
　
　
　
　
　
②

・若い世代，特に20代の投票率は以前から低くなっ
ているが，近年は特に低下している。

・若い世代は，上の世代に比較して社会保障の負担
が大きい割に得られる利益が少ない。このような
問題の解決を政治に訴えることができない。若者
の意思を反映した政治がなされなくなる。

（・投票を啓発するイベントを行う，投票に特典を
付けるなど）

展
開
１
（
選
挙
の
公
平
性
確
保
の
理
解
）

・国によっては，投票に行かなければ
罰則を科すことで投票を義務化して
いるところもある。例えば，どのよ
うな対策が取られているのだろう
か。

・投票の義務化を厳格に実施している
国においても，投票の際に白票を投
じるなどの行為を防ぐことはできな
い。無効票を投じるなどの行為を防
ぐためには，記名投票などの対策が
必要である。このような方法や許さ
れるだろうか。

○我が国においても，投票の義務化を
進めるため，既に義務化を実施して
いる国と同様の方法を取り入れるべ
きだろうか。義務化のメリットとデ
メリットをふまえて，導入の是非に
ついて考えてみよう。

Ｔ：資料提示
　　発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：指示する
Ｐ：話し合う

③

・オーストラリアでは罰則が厳格に適用されており，
投票に行かなければ罰金を支払わなければならな
い。そのため，オーストラリアでは高い投票率が
維持されている。

　ベルギーでも投票に行かなければ罰金を支払わな
ければならない。さらに，一定の期間においてあ
る回数を越えて投票を怠れば，投票する権利を停
止される。

・記名投票にすると，自由な意思で投票できなくな
る恐れがある。秘密投票の原則は守られなければ
ならない。

・①義務化のメリット
　・高い投票率を維持することができ，政治的意思

決定という選挙の役割が全うされる。
　・多くの人の意思の表れであるとして，選挙の結

果の正統性が確保される。
　・政治に無関心な人々に対しては啓発となる。
　②義務化のデメリット
　・政治に無関心な人々が大量に投票することにつ
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　　ながり，政治的意思決定としての結果に疑問が
もたれる。

　・有権者の自由を侵害する。
　・投票しない人への罰則を科すための労力や費用

が必要となる。
　　上記のようなメリットとデメリットをふまえた

うえで，現在の日本の状況を考慮して各自で義務
化の導入の是非を判断し，話し合う。

展
開
２
（
政
治
的
意
思
決
定
の
た
め
の
選
挙
の
仕
組
み
の
考
案
）

・そもそも，投票に行かない理由は何
だろう。

・政治家の選挙は投票率が低下する一
方だが，アイドルの選挙はテレビで
も注目されるなど，人々の関心を集
めている。なぜだろう。

・一体，アイドルの選挙がこのように
世間から注目される理由は何だろ
う。次の観点から調べてみよう。

　ア ）誰が投票するのか。
　イ ）立候補者は何をアピールしてい

るのか。
　ウ ）どのようにして選挙の広報をし

ているのか。
　エ ）なぜ，ファンの人たちはそこま

でして投票するのか。
○アイドルの選挙の方法を参考にし

て，政治家の選挙についても，多く
の国民が投票に行く方法をえよう。

・考案した方法を，選挙の公平性の確
保という点から評価しよう。

Ｔ：資料配布
　　発問する
Ｐ：答える
Ｔ：資料配布
　　発問する
Ｐ：答える

Ｔ：指示する
Ｐ：調べる

Ｔ：指示する
Ｐ：話し合う

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

④
・「行く時間がない」，「立候補している人に魅力がな

い」，「行っても何も変わらない」。

（・立候補している人に魅力があるから，応援した
いという気持ちにさせるから）

・以下のような内容を確認する。
　ア）ＣＤを購入した人の他，何かの会員になるこ

とが条件。ＣＤを何枚も買う人がいる。
　イ）シングル曲のメンバーになるためにうったえ

ている。
　ウ）ガイドブックなど。
　エ）自分の好きなアイドルをメンバーに入れるため。

・例えば，以下のような方法が考えられる。
　₁ 投票することによるメリットを与える。例えば，

投票用紙を宝くじのようにする。
　2�一人だけ当選する方法ではなく，中選挙区制の

ように何名か当選できるようにする。あるいは，
次点の人にも活躍できる場を与え，次回の選挙
に向けて準備をさせる。

　3�有権者の関心が高まるように争点を作る。その
うえで，約束したことは確実に守らせる。例えば，
当選した者には，大きな権限を与え公約を実現
できるようにする。

・考案した方法について，公平性の確保という点か
ら分析・評価をしてみる。

　・その方法は，確かに全ての人に平等な機会を提
供しているか。

　・その方法は，確かに全ての人に平等な利益を保
障しているか。一部の人だけが得をするように
なっていないか。

　・その方法は，確かに全ての人が納得できるものか。
終
結
（
原
理
の
確
認
）

・投票の義務化，アイドルの選挙を参
考にした選挙の改革，どちらもよい
面，悪い面がある。民主主義を実現
するうえで，選挙はどのような意味
があるのか，そのためにはどのよう
に選挙が行われなければならない
か，投票をする者には何が求められ
るか，考えてみよう。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える
Ｔ：説明する

・多数者の意思を政治に反映させるため選挙は必要
である。しかし，それは国民一人ひとりにとって
公平なものとして行われなければならない。そし
て，投票をする人は，選挙の結果に関心を持ち，そ
の結果に責任を持つなどの高い資質が求められる。

≪配布資料≫
①「 世 代 別 投 票 率 の 推 移 」（ 公 益 財 団 法 人 明 る い 選 挙 推 進 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.akaruisenkyo.or.
jp/070various/071syugi/693/　2016年５月６日閲覧）
②「社会保障を通じた世代別の受益と負担」内閣府経済社会総合研究所のホームページから：http://www.esri.go.jp/jp/
archive/e_dis/e_dis281/e_dis281.html　2016年５月６日閲覧）
③「投票を義務化している国の対策」（罰則規定等に関する記述）
④「投票に行かない理由」（公益財団法人明るい選挙推進協会ホームページの意識調査の結果から：http://www.
akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/　2016年５月６日閲覧）
⑤「アイドルの総選挙の仕組み」（アイドルの総選挙に関するマス・メディアの報道から作成）
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教授書２： 高等学校公民科小単元「公正な選挙と
はどのようなものか―一票の格差を考
える―」

１．単元のねらい
　 　選挙におけるいわゆる「一票の格差」の問題を

考えることを通して，選挙における公平さの確保
の重要性を理解するとともに，議会制民主主義に
おける少数意見の尊重や代表のあり方について多
様な意見をふまえながら考察することができる。
２．到達目標

　① 公正な選挙を実現するためには，有権者が投じ
る票の価値に差があってはならないが，その一
票の重みに不平等が生じることを一票の格差と
いう。

　② 民主政治においては国民の意思を反映した政治
が求められるが，多数の横暴を防ぎ少数意見を
尊重することが必要である。

　③ 議会制民主主義において選挙で選ばれた議員に
ついては，地域の代表であるという見方と全国
民の代表であるという見方がある。

３．単元の展開
過
程 教師の指示・発問 教授学習過程 資

料 生徒の反応・獲得させたい知識

導
入
（
一
票
の
格
差
の
問
題
の
把
握
）

・新聞の記事を配布し，記事に書かれ
ている内容を読むように指示する。

・一票の格差とは何か。

・一票の格差はなぜ問題なのか。

・選挙が公正に行われるためには何が
必要だと言えるか。

◎一票の格差を是正し，公正な選挙を
実現するためにはどうすればよい
か。

Ｔ：資料提示
Ｐ：資料読解

Ｔ：発問する
Ｐ：答える 

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

①
・一票の格差が是正されないまま実施された参議院

議員選挙は憲法違反であるとして，弁護士たちが
選挙の無効を訴える訴訟を起こしている。

・選挙において有権者が投じる一票の重みが，選挙
区によって異なること。不平等な選挙として問題
とされている。

・有権者数の多い選挙区ほど一票の価値が軽くなっ
てしまい，日本国憲法第 14 条に定められている法
の下の平等に反するから。

・一人ひとりの一票が平等に扱われ（平等選挙），国
民の意思が政治に反映されること。

（生徒の予想）
・選挙区の定数を是正する。
・人口に応じて選挙区の定数を変更する仕組みを作

る。
展
開
１
（
公
正
な
選
挙
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
の
検
討
）

・一票の格差は，実際にはどうなって
いるのだろうか。

・一票の格差について，裁判所はどの
ような判断をしているのだろうか。

・衆議院と参議院で違憲状態の判断が
異なっているのはなぜだろう。

・そもそも，選挙区が都道府県単位で
設定されているのはなぜだろう。

・都道府県の境界に関係なく選挙区を
割当てることは許されるだろうか。

Ｔ：資料提示
Ｐ：資料読解

Ｔ：資料提示
Ｐ：資料読解

Ｔ：説明する

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

②

③

・2013 年３月の時点で，人口が最少なところは宮城
５区であった。それとの格差が２倍を越える選挙
区は全国で９つあった。

・衆議院と参議院では異なる判断をしている。衆議院
では３倍を越えると違憲判決が出されている。一
方，参議院では６倍を越えると違憲判決が出され
ている。しかし，近年は衆議院では２倍，参議院
では５倍を越えると違憲状態という判断がなされ
るようになった。

・２院制のもとでは，衆議院の優越が憲法で定めら
れており，参議院については衆議院ほど厳密に法
の下の平等が適用されないと判断されていると思
われる。

・都道府県が政治的な一つのまとまりとして機能し
ているから。人々が，都道府県を単位として歴史的，
社会的にも一つのまとまりとして暮らしてきたか
ら。

・都道府県が政治的な単位として機能しているなら
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・一票の格差の是正がなかなかなされ
ないのはなぜか。

・格差を是正し，人口比に応じて議員
が選ばれるようになれば，公正な選
挙が実現するだろうか。地方の代表
としての国会議員の役割ふまえた時
に，問題は生じないか。

・有権者の法の下の平等という観点か
ら考えると，公正な選挙を実現する
ための仕組みが満たすべき条件とは
何か。

・選出される議員の役割という観点か
ら考えると，公正な選挙を実現する
ための仕組みが満たすべき条件とは
何か。

Ｔ：説明する

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

　ば，それを無視して代表を選ぶことには問題があ
る。国会議員には地方の代表という役割もある。

・選挙区の区割りを変更したり，定数を是正したり
することは，政党や議員の利害が関わるため調整
が難しくなっている。

・人口比に応じて定数を配分すると，人口密集地であ
る大都市から多くの議員が選出されることになる。

　大都市に住む多数の国民の意見は政治に反映され
やすくなるが，地方の少数意見は軽んじられる恐
れがある。

・法の下の平等の観点から，有権者の一票の価値に
著しい差があることは望ましくない。しかし，選
挙を通じて，多数者の意思だけが政治に反映され
るようになることは問題である。民主政治におけ
る決定には，少数者の意思が尊重されることが前
提となっている。

・議員には全国民の代表という性格と，選出される
それぞれの地域の代表という性格がある。全国民
の利益のために行動することが求められる一方で，
選出された地域の利益を実現するために行動する
ことも求められる。議員の役割として何を求める
かによって，選挙の仕組みは変わってくる。

展
開
２
（
公
正
な
選
挙
を
実
現
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
検
討
）

・有権者と選出される議員の両方の観
点から，一票の格差の問題を解決し
公正な選挙を実現する方法を考えて
みよう。どのような観点を設定でき
るだろうか。

・より公正な選挙の仕組みを考えるた
めに，日本の現行の選挙区制度と，
日本と同様に公選される議員からな
る二院制を採用している米国の選挙
区制度を検討してみよう。

　ア）日本の衆議院議員選挙の場合
　イ）日本の参議院議員選挙の場合
　ウ）米国の下院の場合
　エ）米国の上院の場合

・現行の日本の選挙制度をより公正な
ものとするためには，どのようにす
ればよいだろうか。次の選択肢それ
ぞれのメリットやデメリットをふま
えたうえで，どのように制度を変更
すべきかを考えてみよう。

　最善と考える選択肢を選び，その理
由を述べなさい。

　Ａ ．現行の制度のまま，できるだけ
早く区割りや定数を是正し，一票
の格差を解消する。

　Ｂ ．米国の上院と下院のように衆議
院と参議院の性格の違いが明確に
なるような仕組みに変更する。

　Ｃ ．都道府県にこだわらず，選挙区
を設定して一票の格差が限りなく
０に近くなるようにする。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・観点１： 有権者の意思の平等な反映か，少数の意
思の尊重か

　観点２：全国民の代表か，地域の代表か

・それぞれの選挙区の仕組みをふまえて検討する。
　ア ）衆議院議員選挙は小選挙区比例代表並立制が

とられている。
　イ ）参議院議員選挙は選挙区選挙と比例代表制が

組み合わせられている。
　ウ ）小選挙区制
　エ ）各州から２人選出
　　米国においては，上院は各州に２人割り当てら

れており，州の代表という性格が強い。日本の場
合は，衆議院と参議院の違いが明確ではなく，また，
衆議院では小選挙区と比例代表の並立制がとられ
ていることから結果的に選出される議員の性格に
際立った違いを見出しにくくなっている。

・選択肢Ａについて
　メリット：制度を大きく変えることなく，区割り

や定数の見直しによって一票の格差を解消し，公
正な選挙を実現することができる。

　デメリット：大都市を抱える都道府県から多数の
議員が選出される一方で，人口の少ない都道府県
から選出される議員の数は少なくなり地方の意思
が政治に反映されにくくなる。

　選択肢Ｂについて
　メリット：人口に比例して定数が配分される議院

では一票の格差を解消し国民の代表を選手するこ
とができる一方で，人口に関係なく一定数が配分
される議院では地方の代表が選出され，地方の意
思を政治に反映することができる。

　デメリット：米国の州と日本の都道府県は歴史的
経緯や与えられている権限も異なり，都道府県が
国から独立して実行できることは限られているの
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・自分の選択を発表するとともに，他
の人の意見も聞いて，どれがよいか話
し合ってみよう。

Ｔ：指示する
Ｐ：話し合う

　で地方の代表を選出する意義は小さい。また，地
方への利益誘導型政治が行われる可能性もある。

　選択肢Ｃについて
　メリット：一票の格差の是正が，都道府県の境界

という制約があるＡよりも確実にでき法の下の平
等が実現できる。全国民の代表を選出するという
面が強くなり，地域の利益にこだわらない政治が
できる。

　デメリット：地域とのつながりの薄い候補者から
代表を選択しなければならなくなる可能性もあり，
投票がやり難くなる。

　地方の意思を国政に反映させることが難しくなる。
（・話し合う）

終
結（
公
正
な
選
挙
を
実
現
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
考
案
）

・ 本時の選挙の学習をふまえて，もし，
日本において総理大臣を直接選挙で
選ぶとしたらどのような仕組みがよ
いか考えてみよう。

・グループごとに考えた仕組みを報告
し，それぞれの仕組みについて下記
の観点から評価してみよう。

　ａ ．国民の意思を正確に反映するか
　ｂ ．少数の意思も反映することがで

きるか
　ｃ ．地域の利益を政治に反映させる

ことはできるか。
　ｄ ．全国民の利益を考えて行動でき

る代表を選ぶことができるか。
・総理大臣を直接選挙で選ぶ仕組みに

ついてクラスの案をまとめよう。

Ｔ：指示する
Ｐ：考える

Ｔ：指示する
Ｐ ：報告し，評

価する。

Ｔ：指示する
Ｐ：話し合う

（・各自考える）

（・報告し，互いに評価する）

（・話し合う）

《配布資料》
①「一票の格差で選挙無効求め提訴」（2013年７月26日新聞記事）
②「衆議院選挙区の一票の格差」（2013年８月29日新聞記事）
③「一票の格差についての最高裁判例」（裁判の結果に関する報道記事より作成）

Ⅳ．おわりに
　本稿では，小中高一貫の有権者教育プログラム開
発の方法について，中学校社会科及び高等学校公民
科の教授書開発を通して具体的に明らかにした。
　従来のような政治的な概念の体系的・系統的配置
を軸にしたカリキュラムではなく，子どもの発達段
階をふまえたカリキュラム・フレームワークの開発
をふまえた単元開発に取り組んだことが本研究の独
自性である。
　今回，取り上げた「選挙」概念移管する単元以外
の成果ついては，別の機会に紹介することとしたい。

［注］
１）本研究は，筆者が研究代表者をつとめた科学研

究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研
究（Ｂ）課題番号23330262「社会系教科におけ
る発達段階をふまえた小中高一貫有権者教育プロ
グラムの開発研究」（平成23 ～ 25年度）の成果
の一部である。現在，その研究は，同じく筆者が

研究代表をつとめている科学研究費助成事業（学
術研究助成基金助成金）基盤研究（Ｂ）課題番号
26285200「地域づくりの担い手育成を目指した社
会科主権者教育プログラムの開発・実践」に引き
継がれている（研究分担者：工藤文三（大阪体育
大学），棚橋健治（広島大学），谷田部玲生（桐蔭
横浜大学），小山茂喜（信州大学），吉村功太郎（宮
崎大学），中原朋生（川崎医療短期大学），鴛原進

（愛媛大学），永田忠道（広島大学），橋本康弘（広
島大学），渡部竜也（東京学芸大学），釜本健司（新
潟大学））。

２）この調査については，下記の文献にて報告を行っ
ている。

　・桑原敏典「小中高一貫有権者教育プログラムの
開発研究（第２回）」公益財団法人明るい選挙推
進協会『Voters』№22，2014年，pp.22-23．

３）カリキュラム・フレームワークについての報告
は，既に下記の文献で行っている。

　・桑原敏典「小中高一貫有権者教育プログラムの
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開発研究（第３回）」公益財団法人明るい選挙推
進協会『Voters』№23，2015年，pp.20−21．

　・桑原敏典他「小中高一貫有権者教育プログラム
開発の方法（１）―「選挙」をテーマとする小学

校社会科の単元の開発を通して―」『岡山大学教
師教育開発センター紀要』第５号，2015年３月，
pp.93−100．




